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多
久
市
の
し
尿
処
理
手
数
料
は
、
平
成
28
年
に
改
定
後
８
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
く
み
取
り
に
よ
る
し
尿
処
理
は
、
物
価
高
騰
な
ど
に
よ
る
物
品
・
車
輌
等
処
理
経
費
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
処
理
費
用
に
見
合
っ
た
し
尿
処
理
手
数
料
と
な
る
よ
う
、
今
回
改
定
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
生
活
環
境
向
上
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
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ℓ
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４
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多
久
市
で
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
よ
り
市
内
の
市
民
活
動

団
体
の
情
報
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
市
民

の
活
動
参
加
へ
の
き
っ
か
け
作
り
や
団
体
活
動
の
更
な
る
充
実

を
図
れ
る
よ
う
、
市
民
活
動
団
体
を
登
録
制
と
し
て
団
体
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
開
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
３
月
３1
日
ま
で
に
受
け
付
け
が
完
了
し
て
い
る
団

体
に
は
、市
役
所
か
ら
登
録
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、

令
和
６
年
６
月
３0
日
ま
で
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

新
し
く
登
録
さ
れ
る
団
体
は
、
市
役
所
総
合
政
策
課
ま
た
は
各

町
公
民
館
に
用
意
し
て
い
る
登
録
申
請
書
を
記
入
の
上
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

軽自動車税（種別割）の減免には申請が必要です
問 税務課 市民税係　☎0952−75−2126

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が所有する軽自動車など
のうち、一定の要件を満たす場合、軽自動車税（種別割）の減免が受けられます。

◆減免の対象となる軽自動車など
①身体障害者などが自ら所有し、運転する車両
②身体障害者などが運転し、生計を一にする人が所有する車両
③身体障害者などの移動のために身体障害者などと生計を一にする人が運転する車両
④身体障害者などのみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する車両
　※ 「生計を一にする人」とは、身体障害者などと原則同居し、生活の資を共にしている親族をいいます
　※ 普通自動車を含む自動車 2 台以上の減免、および福祉タクシー利用券との重複はできません

　障害の程度（等級）により、減免の可否が異なります。くわしくは、市のホームページまたは税務課市民税
係までお問い合わせください。

■申請の期限　 5 月３1日㈮


